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はじめに

生命倫理の様々な問題を議論する際に当の問題の渦中にある個人の判断がいかにあるべきか

を議論するとき，そのような個人がおかれている社会の経済的政治的そして文化的状況の考慮

がなされるべきであるO殊に，ヒト・ゲノム計画や出生前診断について議論するとき，それらの

持つ様々な意味を予測し理解するために，社会科学的観点と言うべきものが不可欠である。 1 )

しかし，そのような社会科学的観点も明確な政治哲学や社会哲学の基盤なしには，十分な実

践的な役割を果たすことができな L、。なぜなら，そのような観点に基づく探究により，当の

問題を構成しその社会的な意味を成立せしめている数多くの社会的諸力の存在とそれらの聞の

相互連関が理解されても，それだけでは，事実の全体的評価を踏まえた具体的実践的な方策を

たてることができなし、からである。そのような評価と方策の策定のためには社会の組織化の基

本的原理についての明確な理解とヴィジョンが必要なのである。その理解とヴィジョンの内容

に応じて，対処のあり方も変わるO拙論では，個人の本質的な社会性の強調と個人の個性と自

律性の尊重は動的な調和を保ちうるのであり，そのような調和は追求するに値するという立場

に立ち，そのような立場から具体的な生命倫理の問題にどのような発言をなしうるかを述べて

みる。

まず第一に，筆者の基本的立場を素描しその中で，個人の本質的な社会性の強調と多元主

義や個人の市民的な権利の擁護とが矛盾しないことを説明するOそして，そのような立場から

出生前診断の問題点を指摘するとともに，それへの対処の方策を述べることにするO
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1 個人の本質的な社会性

ほとんどの人は，個人は社会的な真空状態の中で生存し成長しうることはない，と言われた

とき，なにを今更分かりきったことを，という反応を示すであろう。しかし，そのような反応

を示す人の多くが様々な問題を理解し対処しようとするときに，問題を生み出している社会的

な力を十分に理解し考慮に入れようとする態度を身につけているかというと，おぼつかない次

第である。我々は習慣の動物であり，日々の生活の中で多くの社会制度，社会的関係を受入れ，

それを所与として問題を考察しようとするため，往々にして制度や関係は背景の中に身を潜め，

考察の主題とならないことが多し、。個人の社会性は実質的には見失われてしまいがちなのであ

る。

しかし，まさに個人は社会的真空の中で生存し成長するのではないゆえに，言い換えれば，

社会性はそれなしに個人の存立がありえないという意味で個人の構成的要素であるゆえに，個

人のおかれている社会的関係の理解抜きには，個人を取り巻く問題の十分な理解も解決も不可

能であるO後に詳しく述べるように，個人は文字通りの意味での自己充足的な存在たりえな~ '0

物質的にも精神的にも個人は他者を，そして共同体や社会を必要とする。ただし，このことは

個人が社会的関係に還元されうることを意味しはしない。個人の身体が様々な外的諸力との均

衡を保ちながら個別の身体としての全体性・統合性を保つのと同様に身体的特徴と心的特徴

を併せ持つ個人もまた様々な社会的諸力が織りなす磁場の中で一定の相対的独立性をもち，全

体性・統合性を保持し，また，保持しようと努力しているO言うまでもなく，思考や行為の基

本的な単位はあくまで個人であり，自由や自己決定権の擁護の対象はなによりも個人の権利で

あり自由なのである。したがって，他者そして共同体や社会への配慮を伴う個人の自由で創造

的な活動こそが，社会構造の編成を考える際の基本的価値であると言うことができるO筆者は，

社会そのもの・伝統そのものに個人の価値を超えた価値を付与する見方には組しえない。社会

や伝統の価値を称揚しているときでも，実はそれらが個人の生活の充実に寄与する故にであっ

て，個人の価値の基本的優位さが前提されているのではないだろうか。このように，社会や伝

統は最終的には手段としてのみ価値をもっ，と筆者は考える。

同様に，個人の社会性が構成的要素であるとの主張は個人を社会的関係の単なる総和とみる

社会還元主義と明確に区別されねばならな~，。次に引用するデューイの言葉が筆者の基本的立

場を明確に表している O

「社会の編成，法律，制度は人間のために作られたのであって，人間がそれらのために作ら

れたのではな ~ 'oそれらが人間の福祉と進歩のための手段であり動因であることは真である。

しかし，それらは個人のためになにかを獲得するための手段ではな L、。個人のために幸福を獲
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得するための手段でさえもなし1。それらは個人を創造するための手段なのである。J 2)

このような個人の本質的な社会性，換言すれば，個人の形成にとっての社会的関係の本質的

な重要性を理解するための最適な方法は，個人の成長のあり方に注目することである O端的に

言えば，子供の本質的な依存性(直接的には親にたいする，そして親の背後にあって親を支え

ている社会にたいする依存性)の意味を十分に反省し理解することである O 3) 通常の場合， 誰

もがまず親子関係(その「親」が法律上また生物学上の親でなくても，その人が通常の親と同

様に養育のための努力を惜しまず，その人と子供の間で物質的にも情緒的にも緊密な関係が築

かれているならばよい)の中で成長を始めるのであって，その中で人間的な共同体の基本的な

あり方に触れ，それの維持の仕方を学ぶのである。

更に，子供は単に物質的な必要のみではなく精神的にも他者を必要としている O子供は親を

初めとする他者の承認を必要としているのである Oというのも，子供は他者によって自らの行

為や存在を承認されることによって，自己にたいする尊敬の念を拡充する強い必要をもってい

るからである。主体性をもった強い個人が生まれてくるのは，そのような自己への尊敬の念が

拡充され健康に発達する場合にである O自己への尊敬の必要が十分満たされないとき，人は他

人や社会の圧力に抗して自己の主張を貫くエネルギーをもつことはできない。低い自己への尊

敬の念しかないもてない人は，徒に自己を卑下し，広やかで対等な関係を他者や社会と結べず，

他者や社会の要求を容易に受け入れてしまい，自らの潜在的な能力の十分かつ調和的な発達を

はかることができない。のみならず，本質的な必要が満たされないことによる不満は，自分よ

り弱~ )ものに対するいじめなどの歪んだ形での代償行為を導き，他人の個性の健全な発達を問

害することになりがちである。

他者による承認の必要は子供が親や社会の設定した基準を受け入れることをも意味している O

子供がそれらのすべてを受入れなし、かもしれないが，それらをすべて拒絶することは不可能で

ある。それは社会によって棄て去られることを意味する。実際には，子供はそれらの多くを受

入れ内化する。それらの基準に批判的になるとしても，ひとまずそれらを内化したあと，反抗

期になってからである Oそのようなあるまとまった基準の体系を受け入れなければ，子供はな

んらの行為や判断の指針をもつことができず，混乱するだけである O逆に，社会の提供する行

為や判断の基準を受け入れることによって，子供は他者の承認を受けるための身のこなしを習

得し，社会での身の処し方を学ぶ。そして，そのような基準によって規制された様々 な機会の

内からの選択を繰り返しながら，自らのアイデンティティを確立してゆくのである。

デ、ユーイが言うように我々 は社会によって作られたのであり，他者との関係や社会の共通の

善についての理解が我々 のアイデンティティの不可欠な部分をなしている O人は共通の善を求

めての協同の経験の中で信頼や正義の観念、や感覚，他者への思いやり・勇気・友情などの徳を
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学んでゆく。人間の中にそのような徳を身につける自然な傾向を措定することもできるであろ

う。ただし，その自然な傾向は十全な開花のためには共同体による広い意味での道徳教育を必

要とするといってよいだろう。共同体の中での様々な協同の経験なしに，そのような素質が十

分に開花するとは考えられなし」このように個人の安定したアイデンティティの確立にとって

他者の存在は不可欠であり，それ故，他者への本質的な依存は自己決定の能力にとって本質的

前提なのであるOこのような本質的意味において，自己決定権の存在と他者への本質的依存の

事実は両立可能なのである。

しかも，子供の基本的なあり方である他者への依存という事実は成人になっても消え去るも

のではなし、。肉体をもっ人間は，この地球大の物質循環のその小さな部分をなす社会の様々な

形での生産と消費のシステムのいずれかに関わることによってのみ自らの生の維持存続が可

能となるような存在であるOそのような依存は物質的なものにかぎらず，精神的な要素にもあ

てはまる。他者による承認の必要，自己への尊敬の念の拡充の必要は大人にとっても切実な

必要なのである。それの歪んだ姿の例であるといってもよし、かもしれないが，様々な賞や勲章

を巡っての蛾烈な争いや泥仕合についての報道に触れるにつけ，この必要の強さに思いを致さ

ざるを得なし」自らの文化の承認を求める少数民族の願いの強さも同様の感慨に導く O 4)

2 個人を支え強化す る社会一 コ ミ ユ ニ タ リ ア ン的 リ ベ ラ リ ズム の原則

上記のように，個人にとって社会的制度やそれによって構成される社会的関係は，それ抜き

に自らの存立が不可能であるような構成的要素であることが理解されたならば，すなわち，ひ

とたび社会的真空の中での原子論的個人という観念の非現実性が了解されたならば，社会ない

し共同体の重要性を云々することは重要ではなくなる。個人にとっての共同体や社会の重要性

の有無ではなく，どのような共同体や社会を目指すべきなのか，それらの価値の源泉はなにか，

それらの構成原理はし1かなるものであるべきか，が問題となるのである。

ここで強調されるべきことは，社会的関係の強調はなにも個人を安易に抑圧することを許す

共同体主義者や全体主義者の専売特許ではないことである。個人の存立とその生活の質にとっ

て社会的制度とそれに基づいて構成される社会的関係が重要であることの強調は，往々にして

見逃されやすい重要な事実の指摘である。しかし，問題はそのような事実の指摘からどのよう

な実践的な帰結を取り出すかである。そこから社会や共同体の個人にたいする優位を導くこと

も可能である。しかし，それが唯一のそして最善の立場であるとはいえなし1。筆者の立場はそ

れとは逆である。個人の自律と個人の潜在能力の十全かっ調和ある発達を社会や共同体の基本

的な原理，その価値の源泉とみなす立場を筆者はとるのであるO強調されるべきなのは，この

立場は他方において個人の本質的な社会性を認めており単なる個人至上主義ではない，ことで
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あるO個人を尊重することは個人を生み出す社会や共同体を尊重することを意味し，逆に，社

会や共同体を尊重することはそれによって生み出され支えられている個人を尊重することを意

味するという，本質的に動的な関係を個人と社会や共同体の間に認めることを，この立場は含

意しているOけれども，最終的にどちらに優位をおくのか，どちらに価値の源泉を認めるのか

と問われるならば，個人と答えるのが，筆者の立場である。この立場に立っとき，個人の自律

性を強化しその潜在能力の発揮を支援するような社会制度こそが望ましいものとなるO社会や

共同体の全体に個人を奉仕させることを目指した制度の設計も無論可能であるが，それは筆者

の立場からは本末転倒であり，批判さるべき選択でしかない。次に，この立場の基本的原則に

ついていま少し説明を加えることにする。

(日本的集団主義の克服との関係)

まず第一に，現代日本においてこのような立場を表明したときに直ちに出される批判に答え

ておくことにする。すなわち，強力な集団主義的メンタリティや個の脆弱さがしばしば指摘さ

れる日本社会においては，個人の主体性の確立が強く叫ばれる結果制度や社会的関係がもっ

個人にとっての本質的重要さを指摘すると，ほとんど条件反射的に， I"そのような議論は日本

的集団主義に取り込まれ，本来の意図とは異なって，その維持強化に貢献してしまう」という

反応を呼び起こす。それ故，このような日本の実情に即した一見現実的な態度の抽象性・非現

実性を指摘することの重要性は極めて大であると言わざるをえない。繰り返して述べてきたよ

うに，制度や社会的関係が個人の存立にとって大きな役割を果たしているならば，制度の具体

的なあり方の分析とそれに基づく改革のための方策の追求は個人の尊重のために欠くべからざ

ることである筈である。個人の自律性を強化するような制度が成立して，初めて自律的な個人

の存立が容易になるのであり，個人に多大な犠牲を課するような制度の下で強い個人が輩出す

ることを望むのは非現実的なのである。制度の改善策を提示することなしに，個人の主体性の

強化のみを訴えることは，個人が社会的真空の中で存在しているかの如き議論であり，具体的

な改革の方策の設計を妨げるものとして機能するO言うまでもなく，孤独なヒーローの散発的

な出現だけでは，個人が尊重される社会の成立と存続は保証されなし1。個人の強化と制度の改

変は車の両輪のように切り離すことはできなし1。それが，社会的制度や関係が個人にとって構

成的要素としての重要性をもっという事実が個人の尊重を主要な価値と認める立場に対して

持つ一つの実践的帰結なのであるO

(個人の自由の規制の根拠)

第二に，個人の尊重ということは，自分という個人のみを尊重するという意味での利己主義

をとることを意味しはしな ~ )o個人の尊重はすべての個人の個人としての尊重という，平等主
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義を合意しているOしたがって，個人の尊重は個人の相互の尊重を意味しているのである。こ

の個人の相互の尊重という価値前提からは，当然，個人の行為の自由の制限も帰結するOしか

し，それはあくまで，個人の自律性の尊重という価値を守り育てるためのものである。共同体

や社会が個人の行動に介入し規制する場合もありうるが，そのような介入や規制はあくまで個

人の相互の尊重を可能にし育てるという目的に合致したものでなければならな l 'o社会と個人

はまったく対立した両極のようなものではな L、。個人と社会集団は相互に補完的に存在しうる

のであり，一方が欠けては他方が存在しえないものである。上で述べたように，社会的制度や

関係は個人の構成的要素なのである。したがって，個人が自らの存立を守り社会を保持するた

めに犠牲を払うこともありうるのである。そのことは，社会・全体が個人・部分に優先するこ

とを意味しはしない。そのような犠牲が意味を持つためには，なによりも，当の社会が個人の

犠牲に値するような社会，個人の相互の尊重を可能にしそれを守り育てるような社会でなけれ

ばならな L、。個人を守り育てるような制度的保証をもたない社会がただただ個人の犠牲を求め

るならば，その社会は個人尊重の原則に反した，批判されるべき社会と言わざるをえない。

(国民国家と個人)

同様の考えの下に，個人と国民国家との関係についても次のように言いうる。

確かに，現在の社会において国家の保護が全く無い状態では人々が安定した生活を送ることは

困難であるOしたがって，そのような役割をもっ国家の存立を危うくする事態にあっては，何

らかの犠牲を個人が払うこともやむをえないことである。しかし，それは国家がそのような個

人の犠牲に値するような国家であることを前提としている，すなわち，個人の自律性を尊重し，

個人の潜在的能力の調和ある発展を助けるような様々な施策を個人の意見に耳を傾けつつ立案

実行するような国家であって初めて個人の忠誠に値するのであるOしかも，個人の忠誠の発揮

が軍事行動への参加に係わる行為にのみに限定される理由はなし1。軍事的行動によってのみ国

家の安全が守られうるような事態を回避するために様々な非軍事的分野で国際関係の緊張を

緩和し多くの国の人々と友好的な関係を形成するよう努力することも，立派な義務の遂行であ

る。さらに，忠誠ないし義務の遂行を素直に受入れ，積極的に国家のために貢献をするような

基盤を作るために，国家が真にその役割を発揮するように国家のあり方に建設的な批判をなす

ことも(後に述べるように，国家が個人の自律的な行動を不当に制限し，個人の能力の発達を

阻害するような制度を作ろうとするとき，それにたいして批判を行い代案を提出することなど)，

同様に重要な義務の遂行のあり方である。

国家や共同体はそれ自身で価値を持つものではないのである。個人にとって自らの生活を豊

かにすることに貢献したものとして守るに値するとみなされない，単なる歴史的に持続してき

た組織としての国家や共同体に対して，我々は遂行すべき何らの義務をも負わないのである O
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我々は社会や国家に対して義務を負っているのではなく，義務を負っていると考えることが妥

当であるような社会や国家を作るように行動するという義務を，互いに負っているのである。

それは個人の社会性が構成的要素であることから生じる，個人が相互に負っている義務なので

ある。国家や社会や共同体が個人の生活を不当に圧迫し，個人の自律性と潜在的能力の十全か

っ調和のとれた発達の援助という本来の目的から逸脱した行動をとるとき，それを厳しく批判

して正しい道に戻すよう努力することも，そのような国家や社会や共同体の構成員である各個

人が互いに負っている義務の一つである O

(市民的権利一リベラルな価値の尊重)

市民的権利なるものも個人の自律性を守るための道具として初めて存在しうるのであるOこ

のように理解すれば，個人の本質的な社会性を強調することとリベラルな価値を受け入れるこ

ととは矛盾しない。コミユニタリアニズム的な個人の本質的な社会性の強調と，個人の自律と

個人の潜在的能力の十全かっ調和的な発達に価値の源泉とする一見極端に個人主義的な原理は，

筆者の立場においては，一つの整合的な立場を形作りうるOこの立場をコミユニタリアン的な

リベラリズムと名付けることも可能であろう。とにかくコミユニタリアン的な契機とリベラル

な契機をただただ対立すると捉える硬直した二分法は捨て去られるべきであり，両方の契機の

動的な調和の可能性の追求により一層の努力が払われるべきなのである。 5 )

(立憲民主制の擁護)

このような立場は立憲民主主義と最も近しい関係を持っている。なぜなら，多数決民主主義

は各人の票を平等とする点で平等主義の具体化として評価すべきであるが，多数決によって個

人の自律性が不当に脅かされる可能性がありそのようなときには市民的権利が優先する，とこ

の立場は考えるからである。これは，国家や社会の価値の源泉を個人におく筆者の立場にたつ

とき，容易に導かれる結論であるO筆者の立場は多数決民主主義ではなく立憲民主主義の立場

と整合的な立場なのである。民主主義も上で述べた価値に奉仕するという道具としてのみ価値

を持つのであるOしたがって民主主義や多数決を金科玉条のようにあがめることはまさに手段

の目的化・物神崇拝の一種として批判されるべき態度とみなされる0 6 )

(多元主義の尊重)

同様に，個人の自主性の尊重，個人の潜在能力の十分かつ調和のある発達を社会や国家の価

値の源泉と捉える筆者の立場からは，行動や制度の具体的なあり方については，できうるかぎ

り個人や個人が自発的に形成した集団の判断に任せることが奨励される。一つのモデルを社会

全体に押しつけるというような立場は批判されるべきである。換言すれば，多元主義的な社会
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こそがこの立場にもっとも相応しい社会なのである o J . S. ミ ルが述べ る よ う な個人の多様な

実験を許す社会こそが個人の自律的な発展，個性の発揮を許す社会であるOそのような実験が

個人の自律性や個性の尊重を妨げ，個人の健全な成長を助ける社会の存立を危うくする場合に

のみ，社会や国家はそのような行為を防ぐための方策を講じるべきなのであるO多様な試みが

許される多元主義的社会の中でこそ，個人は自らの個性に応じたアイデンティティを確立し強

い個たりうるO一定の責任を担いつつ自由な自己表現が許容される関係の中で，個人は様々な

有用な能力を身につけるとともに，社会の中での自らの位置，自己のアイデンティティを獲得

するのである。そして確立したアイデンティティをもっ強い個こそが多元的な社会を脅かそう

とする全体主義的な力や荒々しい市場の論理にたいする防波堤の要石となりうるのである O 7)

無論，多元的社会ではまったくの平和な棲み分けが可能であるのではな~\。資源の稀少性と

いう条件の下で共生せざるをえず，また多くの事柄についての様々に異なった感性や価値基準

をもっている我々は，そのような対立を乗り越えて平和な共生関係を維持発展させる

ために議論し交渉しなければならない。その意味で政治的行動の重要性はなくならないのであ

る O 8)

以上の説明を要約すれば次のようになるO我々は社会なしには生きられないし，その潜在的

能力を発揮することもできな ~ \o個人の幸福にとって社会制度と社会的関係は不可欠であり，

我々は否応なしに社会を形成せざるをえな ~ \oそして，その社会が各個人の幸福，各個人の潜

在能力の十分な発揮を可能とするような社会となるか否かはその社会の構成員である各個人の

行為と態度にかかっている。各個人は，そのような忠誠に値するような社会や共同体や国家を

作り上げるよう一定の貢献をなすよう行為する共同責任を担っているOその責任は他の構成員

全員に対してである。他方，社会や国家の側は個人の忠誠に値するような，個人を支援するも

のでなければならな ~ \oそのような社会は立憲民主制をとり，市民的権利を擁護し，多様な価

値に基づく様々な試みを許容する多元的社会でなければならない。このような立憲民主的で多

元主義的なコミユニタリアン的リベラリズムが筆者の立場であるO

3 強い個を支え る制度の具体例

ここで抽象的な議論のかわりに，個の確立にとっての社会的関係や共同体の必要性とその重

要性について，生命倫理に関わる具体的な例を二つ紹介するOこれらの例は，一見矛盾を含ん

だ立場に見える筆者の立場にたいして，言わば事実による正当化を与えるであろう。

(患者の自己決定権を支える医療制度)

第一の例は，患者の自己決定権を支える枠組みがビルト・インされているアメリカの医療制
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度の例である。日本の医療制度の中にインフォームド・コンセントの理念を根づかせるために

参考とすべきことは，アメリカの医療制度においては， I医師以外の多様な専門職が参加す る ，

聞かれたチーム医療体制・・・。具体的には，看護職・ソシアルワー力一・臨床心理士・リハ

ビリ士といった，いわゆるコ・メデイカル・スタッフが対等の一員として医療に参加し，患者・

家族を療養面で支えるだけでなく，意思決定の過程でもそれぞれの観点から必要な情

報や助言を与え，助けるということである。」まさに， Iそ う し たパ ッ ク ア ッ プ体制な し に ， い

きなり一般人の患者・家族に自己決定だインフォムド・コンセントだといってもはじまらな

いJ 9) のであ る 。 こ れ は個人の主体性の確立に と っ て， 個人の努力を支え助け る制度や社会的

関係がし、かに重要であるかのよき例であるO個人の自己決定という一見極めて個人主義的な行

為が正しく行われるためには，言い換えれば，個人の主体性が真に発揮されるためには，それ

を支え励ます制度に基づく関係のネットワークが存在していなければならないのである。この

ような体制においては，個人の自律性と個人を取り巻く関係のネットワークの間に必然、的な矛

盾などは存在していない。むしろ，そこには一定の幸福な調和の可能性が存在しているのであ

る。むろん，その調和は静的予定調和的なものではなく，動的なものであり，いずれかの要素

が緊張を失い制度の本来の意味が見失われるとき，個人の自己決定権は有名無実なものに堕し

てしまう。しかし，幸いにも緊張関係が持続し制度が本来の機能を発揮するならば，個人と制

度は互いに互いを強化し合うことができるO強い個人はそのような制度の中で主体的な決定を

担う経験を通して，自己にたいする尊敬の念を拡充すると共にそのような決定を担う強い自己

を形成することができるのである。

(聾者にとっての聾学校の共同体の本質的な重要性)

また，言語習得以前に重度の聴覚障害にみまわれた人にとってのいわゆる聾学校の，殊に寄

宿舎っきのそれの重要性が強調されているが，それは，そのような場所で初めて聴覚障害をもっ

た人が自らの共同体を見出し，それに属する中で手話を初めとする聾者の文化に接しそれを吸

収することを通して自らの強固なアイデンティティを確立することができるからであるO聾者

はそのような共同体に属することによって，聴覚障害という障害をもった人，欠陥をもった人

としてのアイデンティティではなく，手話を中心としたもう一つの文化をもっ少数者(マイノ

リティ)としてのアイデンティティ，聴覚の機能不全を一つの個性の要素としてもつ個人とし

てのアイデンティティを確立するのである。「我々は聞くこと以外はなんでもできる」という

自尊の念に満ちた自己のイメージを持っか，医療によって治療されるべき欠陥を持つものとし

ての自己イメージ，医療化された自己イメージを持っかは，どのような共同体に属するかによっ

て規定されているのである。 10)このような例は他にも数多く存在するが，その教訓が十分に活

かされているようには見えなし、。このことの認識が拙論執筆の動機である O
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4 出生前診断への対応

以上述べた立場からは，生命倫理についてどのような議論がなされうるであろうか。

強い個を形成し維持する制度の第一の例に挙げたように，患者のインフォムド・コンセン

トの権利が真に可能であるためにはそれを支える制度の整備が不可欠である。しかし，日本社

会において，インフォームド・コンセントという言葉は色々と論じられているが，真の意味で

の患者のインフォームド・コンセントの権利を成立させる実効ある制度の設計のための具体的

な制度改革の動きは余り盛んであるとは思われな~\。このような現状にたいする批判的視点を

上記の立場は提供する。ではこの立場からは出生診断を巡る生命倫理の議論にどのような議論

がなされるのか。これを明らかにするのが以下の課題である。まず第一に出生前診断の問題点

について述べる。

(出生前診断の問題点)

出生前診断について考えるとき，なによりも選択的中絶の問題，そして障害者にたいする社

会の態度が問題となる。そのことを中心に 6つの問題点を説明することにする O

1，障害を理由として胎児が中絶されることが多くなると，障害をもって生きるよりも，生ま

れてこないほうがよいという考え，言い換えれば，障害をもった生は生きるに値しないとい

う考えが社会の中で支配的なものとなりうるOそのような考えは多くの場合，十分な知識と

理解に基づいて作られた考えではなく，人々の中に深く植えつけられている偏見に基づいて

いる場合が多~ \0 し たが っ て， 社会が出生前診断一選択的中絶と い う プ ロ セ ス を受 け入れ

てしまうことは，既にある偏見を強化することを意味するO

2 ， 社会は構成員の全員の福祉の向上を 目指すべ き であ る こ と が忘れさ られて， 障害者と そ う

でない人との聞に現実に存在する不平等が，仕方がないものとして肯定されてしまう。障害

を持っている人の個人的な状況に焦点があてられ，その個人を取り巻いている社会のあり方

について批判的に考えることがおろそかになり，問題が遺伝化 (genet icization)されてし

まうのであるOそれにより，人間の本質的な社会性についての理解が障害を巡る議論から抜

け落ちてしまう。しかし，たとえば，アメリカの障害者総数 4 2aa 万人の内遺伝的な原因

で障害を持っている人の数は相対的に少数であり，年齢や事故による障害を持つ人が多数を

占めているという事実は，障害の問題を考える際に決して忘れられてはならないのである11)O

L 障害が， 本人や家族に と っ ての不幸であ り 社会の負担を増す悪であ る だけで はな く ， 避け

ることができる悪とみなされるようになりうる。その場合，障害児の親はそのような悪の回

避のための十分な努力を払わなかった人，自らの怠惰のゆえに社会の負担を増大させた人と

して非難の対象になりうる。そこでは，出生前診断を受けないという選択，またそれを受け
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て遺伝的な欠陥を見出したとしても中絶しないという選択が，親から失われてしまう。その

ような場合，障害を負担・悪とみなす社会や国家の代理人としての役割が親に課せられるよ

うになり，親は社会の潜在的期待に沿うような決定をするよう圧力を受けるようになる。出

生前診断を可能とした技術を開発した人々は新たな技術が新たな選択肢の提出，その意味で

人間の自由の幅を拡げることに貢献することを，技術の価値としてあげるOしかし，いま述

べたような事態が現実化すれば，障害児を生み育てるという選択肢を選ぶことがきわめて困

難になり，その意味で自由が狭められることになるO出生前診断技術の是非そしてその適切

な制御の方策を考える際に，このような事態をどのように防ぎ，実質的な選択可能性を確保

するにはどうすればよし1かについての考慮は不可欠である。

4 ， ア メ リ カ な どでは 「胎児の権利」 が唱え ら れつつ あ る が， そ の よ う な形で妊婦と胎児の利

害の相違・対立の側面が強調されるようになり，妊婦の福祉の充実と胎児の福祉の充実は切

り離すことが出来ないものであり，胎児の福祉の充実にこころをくだくものは妊婦の福祉の

充実に無関心で、はおれないはずであるという，両者の間の緊密な一体性が見失われるように

なる。 1 2)その結果，往々にして，胎児の権利に焦点をあてる人は子供が生きる社会，したがっ

て，親が生きている社会が抱えている問題に目を向けない傾向があるOここでも問題の社会

的背景についての理解の喪失の恐れを無視することはできなし ) 0

5 ， 胎児の質に排他的に価値をお く 態度は， 工場にお け る製品管理の際の態度とかわ り がな く ，

障害児を生まない運動は工場におけるゼロ・ディフェクト運動を連想させずにはおかない。

過剰に胎児の質のよしあしに拘泥する，そのような発想に支配された社会に生きる妊婦は妊

娠の自然な喜び、を十分に味わうことができなくなるであろう。

6 ， こ の新た な技術は高価であ り ， 全ての親が平等に使え る も のではな いゆえ に， 不平等が生

じてしまう。

以上，基本的な問題点を 6つ挙げてみたが，根本的な問題点を一言で言えば，遺伝的事実に

排他的に焦点が当てられるようになり，障害概念の社会性の理解，より根本的には，人間の本

質的な社会性の理解が見失われ狭く歪んだ人間観と社会観が助長される結果，差別と不平等が

拡大再生産される実質的な可能性が存在すること，であるO

それゆえ，人間の本質的な社会性と個人の自律性と潜在能力の十全かっ調和ある発展を尊重

する社会を目指す立場からは，出生前診断の安易な制度化に対しては批判的な態度をとらざる

をえなし1。次に，この立場からの批判の基本的視点を具体例を交えて述べることにするO

(批判の基本的視点-障害と障害概念の社会性)

なによりも強調されるべきことは障害概念が社会によって作られたものである事実である。

生物学的レベルで、決定可能な能力不全 (disab i li t y)と社会的に構成される障害 (hand icap )
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とは明確に区別されるべきであるOすなわち，障害は社会の態度と独立に存在するものではな

く，社会の態度の変化に応じてその範囲や内容が変化するものなのであることが理解されねば

ならな ~ 'oその端的な例として，アメリカの東海岸の島マーサズ・ヴィニヤド (Martha ' s

vineyard) の例があ る 。 こ の 島で は近親結婚が長 く 続 い た結果他の場所 よ り も よ り 多 く の

聾者が住んでいたため，聴覚に問題がない人も自然と手話を習得していた。それゆえ，聾者も

健聴者も手話を用いての意思の疎通が可能であったため，マーサズ・ヴィニヤードでは健聴者

は聾者をまったく障害者とは見なしていなかったのであるOすなわち，健聴者が手話を習得し

ていた社会では聴覚の能力不全は意志疎通の障害とならず，したがって障害を構成するとはみ

なされなかったのであるOこのように，障害の最たるもののーっと考えられてきた聴覚の能力

不全も社会のあり方如何で障害と見なされなくなりうるのであることが，事実によって証明さ

れている。 13)同様に四肢に能力不全をもっているが車椅子を使用できる人が住む杜会が車椅子

による移動を容易にする設備をもっていれば，少なくともその人の能力不全を障害と見る度合

いは減るであろう。

それに関連して，アメリカで高年齢=危険年齢= 3 5才と決められたのは純然、たる医学的な

理由によるのではなく，社会経済的な考慮によるものであることが思い出されるべきである。

この年齢は国々によって異なるのであり(フランスでは 3 8 才) ， ア メ リ カ に お い て も以前 は

異なった数字 ( 4 0 才) を採用 し ていた のであ る 。 そ れ ら の相違や変化はそ の社会にお け る文

化的社会経済的な要因によって生み出されているのである。 14)今も，このような観点からの検

討に基づく， r医学的」 カ テ ゴ リ ー の実際に則 し た理解の促進が望ま れ る所似であ る O

更に，障害と原因の主要な原因の多くが社会によって作られていることも指摘されねばなら

ない。鉛中毒や栄養不足など貧しい周産期の介護のゆえの未熟児の発生や発達不全は遺伝的素

質の問題ではなく，構成員にたいする社会の配慮の不足によっていると言うことができるO何

らかの「欠陥」をもっ胎児を社会にたいする負担としてのみ考えたり，自分の好みや利害に合

致しない胎児を安易に中絶する態度は，胎児の個性と潜在的能力の開花を無視する態度から生

じておりまたそれを助長するものである。 15)人間の本質的な社会性の理解を踏まえて障害を考

察すれば，上記の二様の意味で障害の社会性が明らかになるのである。このような理解を踏ま

えた本論文の立場からは，出生前診断は歪んだ人間観と社会観を助長する大きな可能性を持つ

ものとしてその安易な実施には批判の矢を向けざるをえないのであるOこのような視点からの，

出生前診断に対する基本的方策を次に述べることにする。
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5 対応の基本的方策

(障害と障害に関わる問題の社会的原因の除去)

上に述べたように，障害概念は社会的に作られたものであり，一つの能力不全が障害を構成

すると見なされるか否かはその社会のあり方知何にかかっている。したがって，社会がどのよ

うな目標と基本的な価値をもっているかによって，出生前診断の意味と位置づけは変わってく

るOそして，個人の自律性の相互の尊重と個人の潜在的能力の開花に価値を置きそれを支援す

ることを制度の目標とする筆者の社会観に立っとき，高価で限られた人々にしか用いられず，

しかも，障害のの主要な原因(事故や化学物質の影響そして貧しい周産期の介護を生む貧困な

どの非遺伝的・社会的な原因)の除去に有効ではない出生前診断に公的な資源を投資する政策

の優先順位はきわめて低いものとなるO障害者の市民的権利の保護や彼らが生活する際に障害

となっているものを出来るかぎり減らすための法の整備とその執行の確保，能力不全による不

如意を減らすことを可能にする技術の開発等，様々な社会的な援助プログラムの開発と整備に

社会の資源を重点的に配分することこそが，最も妥当な選択なのであるOその意味で，能力不

全をそれを持つ人の全体を覆いつくしその人の存在を決定的に規定するものとは捉えず，まさ

にそのような能力不全を一つの属性としてもっ人が存在すると捉え，その能力不全のマイナス

の影響を減少させるために社会として支援しようという，能力不全をもっアメリカ人法 (The

AmericansWithDisabilitiesAct) の理念は筆者の立場に適合す る も の で あ る と 言え る 。

そして，そのような選択を支えるヴィジョンは，多元主義の原則に相応しく，行政がすべてを

とりしきるのではなく協同組合やヴォランタリ一組織が言わば草の根から支え，地方自治体を

中心にした行政はそのような草の根の活動とネットワクを支援する枠組みをつくる，という

弾力的な問題解決能力をもった社会のヴィジョンである。このような社会が目指すべき社会な

のである O 16)

(様々な手段と機会を用いての正しい情報を普及することの決定的重要性)

上に述べたような社会を作りだすためには，十分な質と量をもった情報を社会の共有財産と

するための社会全体の努力が不可欠である。たとえば，繊毛検査や羊水検査の長所・短所，そ

れらの限界などについての十分な知識がゆきわたっているとは思えな ~ 'o障害者の生活につい

てはなおさら十分な知識や理解が共有されていない。まだまだ根深い偏見が人々の思考や態度

を縛っているのである。障害児の生命の質を考慮して，中絶を選ぶという人もいるが，他人の

生命の質ほど理解が困難なものはなく，特に，将来の障害の発現のあり方が明確に分からない

場合が多い遺伝情報のみによって，誕生後や障害が発現したのちの当人の生命の質を判断する

ことは極めて困難である。中絶というような生死を分ける判断に用いるには余りに不確定なも
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のであると言わざるを得な ~ 'oこのような判断が安易になされることもあるようであるが，そ

れは，障害者が言わば彼ら自身の中心を持ち，その中心に基づいた生を営んでいるという具体

的かっ厳粛な事実にたいする感覚の喪失によるのではないかと考えられる O

いわゆる尊厳死が問題となるときにはリビング・ウィルなど本人の意志、が明確にされていた

り，それまでの生き方や言行から近しい人がある程度確信をもって判断を下せる場合があると

考えられるが，その場合でも悪用の可能性が危倶されているのであるから，出生前診断後の選

択中絶の判断についてはなおさら危倶を抱かざるを得ない。尊厳死の場合であれば，とにかく

当事者の意見に耳を傾けることが最も重要であるということができるが，選択的中絶の場合に

はその意見に耳を傾けるべき当事者にはその時点では意見などなく，中絶された場合にはその

判断についての当事者本人の存在が抹殺されてしまっているOしたがって，次善の策として，

意見を表明できる障害者や障害者の近しい人で代弁者とみなしうる人々の意見に耳を傾けるこ

とができるだけであるが，それらの人々の意見で注目すべきなのは，障害をもった生にたいす

る肯定的な意見が疑いもなく存在することであるOそれらの意見は例外なく，能力不全の否定

的な影響を減らすような家族や社会による援助のシステムと偏見の除去の重要性を強調してい

るOたとえば，自身脊椎分離症をもちかっ障害者の訓練士で、あり障害者運動の活動家でもある

マーシャ・サクストン (Marsha Saxton) の次の よ う な言葉があ る 。

「能力不全をもっ多くの人々は，疑いもなく能力不全や苦痛や補助や補助の器具の必要は多

くの不如意を生み出しうるが，多くの場合，彼らなりの日常生活を生きはじめたら，それらの

不如意は最小限になるか忘れられてしまう，と私に語った。むしろ，差別的な態度や心ない行

動こそが彼らの生活を困難にしているのである。J 17)

勿論，生まれてこないほうがよかった，という意見も存在するが，そのような意見の存在は

社会の偏見とそれに基づく援助システムの不備ないし欠如によるところが大きし、。生まれざり

しならばという嘆きは実はそのような障害をもっ人を無用者，厄介者扱いし棄て去って恥ない

社会や共同体にたいする呪誼が込められていると考えうる場合が多 L、。それは障害それ自体に

たいする呪誼というよりも社会にたいする呪誼と告発であるのである。障害についての偏見を

なくすために，このような障害者の実際のあり方，彼ら自身の生活と意見が知らされねばなら

な L、。殊に，胎児が遺伝的欠陥をもっていることを知った親にたいする支援のメニューの中に

は，親が望めば直ちに障害者や障害者の親のグループと接触できるシステムが，例外なく含ま

れていなければならなし」

それだけではなく，日々の生活において障害者の生活の実際が多くの人々によって理解され

るよう，多様な形での情報の提供が社会的な制度として確立している必要がある O年に一度や

二度の寄付のためのテレビ等でのキャンペーンのお祭り騒ぎでは，障害者の実際の姿は理解さ

れなし」逆に，寄付を得るための同情を誘うような否定的なイメージのみがマス・メディアに
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よって流されるならば，それは意図とはまったく逆に障害者について一面的なイメージに基づ

いた誤った理解を強化してしまう可能性がある。その意味で，より具体的な形でしかも恒常的

に，できれば直接に障害者と接触できる機会を制度的に保障することが要請されるのであるO

そうして初めて根強い偏見もその呪縛を緩めることが期待できるのである O

(出生前診断の全廃は主張しない)

筆者は出生前診断を全面的に廃するべきであるという立場はとらない。一つには，やはり個

人の意思をまったく無視することはできなし、からである。親，より直接的には，女性の選択の

自由は一定程度認められるべきであるO出生前診断を受けない自由と共にそれを受ける自由も

保障されるべきであるOただ，その自由の行使が安易なものであったり，十分な知識と理解な

しの，偏見に基づいた条件反射的なものにならないように出来うるかぎりの制度的保障がなさ

れるべきなのである。

第二に，出生前診断が正しく用いられ，胎児の欠陥を治療したり，能力不全に対応するため

の準備を親が早期に始めることができるならば，それは明らかに社会にとっても個人にとって

もプラスであるといわざるをえない。繰り返しになるが，どのような社会であるかによって出

生前診断の意味は変化するのであるOしたがって，社会の構造の改革，現実に存在する貧困や

不平等や不正の制度的な根を除去することが最も大事なことであり，そこに我々の主要な努力

と資源が費やされるべきであり，出生前診断にかかわる我々の努力もそのような全体的な努力

の一環であることが常に念頭におかれるべきである。この根本的な理解がおろそかにされたと

ころでは，出生前診断そして多くの生命倫理の問題を巡る議論は空論になってしまうのであるO

以上が，多くの重要な論点に触れていない不十分なものであるが，筆者のコミユニタリアン

的リベラリズムの立場からの，出生前診断を巡る生命倫理の議論にたいする提言のための覚書

である。

1) HubbardR.andWaldE.Explodingthe GeneMyth-How GeneticInformation

isProduced αnd Mα nipulα ted by Scientists , Physiciαns， Employers , Insurαnee

Compαnies， Educαtors， αnd LαωEnforcers (Beacon Press , 1993) やMiringoff M.

TheSocialCostsofGenetic Well αre (RutgersUniversityPress , 199 1) はそ の よ う な観

点を十分に生かした議論をなしており，良き先例とすべきものである。

2) DeweyJ.ReconstructioninPhilosophy (1920)(Beaconpress ,1957)p.194

3)親子関係の重要さについては Thomas L.LivingMorally:APsychology ofMoral

Ch αrαcter (TempleUniversityPress , 1989) が興味深い議論を展開 してい る 。

4)承認の重要性とマルチカルチャリズムの関係については Taylor C. Multiculturalism αnd

“The PoliticsofRecognition"(PrincetonUniversityPress , 1992) にお いて有用 な議論
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がなされている。

5)コミユニタリアン的リベラリズムの可能性については O 'nei ll J. Ecology , Policyαnd

Politics(R0 utiedge , 1993)と Mouff e， CTheReturnofthePolitical (Verso ,

1993) とRaz J.TheMoralityofFreedom(ClarendonPress , 1986) の議論に刺激を受け

fこ 。

6) 民主主義の手段と しての性格と そ れ に よ る 限界に つ い て はBaker E.Hum αn Libertyαnd

FreedomofExpression(OxfordUniversityPress , 1989), P. 279 に筆者の立場 と 同様な

立場の説明がある。

7) 0'neillJ.Ecology , Policyαnd Politics(R0 utiedge , 1993) の6 章を参照。

8) Mouffe , C TheReturnofthePolitical (Verso , 1993) に有益な議論があ る 。

9) 槽島次郎 「脳死 ・ 臓器移植と 日本社会 死 と死後を決め る作法j P.146

10) LaneH.TheMα sk ofBenevolence-Dis αbling theDe αif Community(VintageBooks ,

1992) を参照。

11) Kaplan D. “Prenatal Screening and Diagnosis: The Impact on Persons with

Disabilities" RothenbergK.H.and Thompson E. J. eds. Women αnd Pren αtal

Testing-F αcing theCh αllenges ofGeneticTechnologyOhioStateUniversity Press ,

1994 , p.59

12) 胎児の権利の議論の歴史 と そ れ に た い す る 批判 はDaniels C.R.AtWomen'sExpenseｭ

St αte Power αnd thePoliticsofFetalRights(HarvardUniversityPress , 1993) を参

日召。

13) GroceN.E.EveryoneHere 争oke SignLαngu αge-Heredit αry Deafness0η Marthα 's

Viney αrd (HarvardUniversityPress , 1985)

14) LippmanA. “The GeneticConstructionofPrenatalTesting Choice , Consent , or

ConformityforWomen?"RothenbergK.H.andThompsonE.J.eds.Womenαnd

Pren αtαl Testing-F αcing the Ch αllenges of Genetic Technology Ohio State

UniversityPress , 1994, p.17

15) こ の よ う な事実につ いて はMiringoff M.TheSocialCostsofGeneticWelf αre (Rutgers

UniversityPress , 1991) に詳 し い説明があ る 。

16) こ の よ う な社会が単な る絵空事ではな く ， そ の方向で一歩をすすんでい る社会があ り ， 経済的に

も成り立ちうる事を論じたものに，岡本祐三『デンマークに学ぶ豊かな老後j (朝日新聞社， 1993)

がある。老人問題は障害者問題でもあるのである。

17) SaxtonM. “Prenatal ScreeningandDiscriminatoryAttitudesAboutDisability"

Genew αtch , January-February1987, p.10
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